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お知らせお知らせ

監
査
委
員
を
選
任

　

３
月
21
日
、
髙
田
信
勝
氏
が
監

査
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

髙
田
氏
は
平
成
20
年
に
監
査
委

員
と
し
て
選
任
を
受
け
、
平
成
24

年
３
月
20
日
で
任
期
満
了
と
な
っ

た
た
め
、
３
月
定
例
町
議
会
に
お

い
て
議
会
の
同
意
を
得
て
、
３
月

21
日
に
選
任
書
が
交
付
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　

任
期
は
平
成
28
年
３
月
20
日
ま

で
の
４
年
間
と
な
り
ま
す
。

船
岡
駐
屯
地
創
立
記
念
行
事

乳
幼
児
・
少
年
医
療
費
助
成
受

給
者
証
を
お
持
ち
の
皆
様
へ

　

勤
務
先
、
加
入
保
険
、
住
所
等

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
受
給

資
格
内
容
等
変
更
届
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
保
険
者
番
号
、
記

号
番
号
の
み
が
変
わ
っ
た
と
き
も

届
出
が
必
要
で
す
。
印
鑑
と
お
子

さ
ん
の
保
険
証
を
お
持
ち
に
な
り
、

保
健
福
祉
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
の
高
額
な
外
来

診
療
を
受
け
る
み
な
さ
ま
へ

　

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
は
、

高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
た
と
き
、

限
度
額
適
用
認
定
証
等
と
被
保
険

者
証
等
を
提
示
す
れ
ば
、
ひ
と
月

の
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
の
支
払

が
一
定
の
金
額
に
と
ど
め
ら
れ
ま

す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
高
額
な
外
来
診

療
を
受
け
た
と
き
、
ひ
と
月
の
窓

口
負
担
が
自
己
負
担
限
度
額
以
上

に
な
っ
た
場
合
で
も
、
い
っ
た
ん

そ
の
額
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
、

後
で
医
療
保
険
者
か
ら
高
額
療
養

費
と
し
て
お
返
し
し
て
い
ま
し
た
。

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
医

療
機
関
等
の
窓
口
に
限
度
額
適
用

認
定
証
等
（
年
齢
や
世
帯
の
課
税

状
況
で
発
行
さ
れ
る
認
定
証
が

異
な
り
ま
す
。）
を
提
示
す
れ
ば
、

限
度
額
を
超
え
る
分
を
支
払
う
必

要
は
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
保

険
薬
局
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

に
つ
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
等
は
、
加

入
す
る
医
療
保
険
者
に
事
前
に
申

請
し
、
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
保
健
福
祉
課

町
民
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

（
住
民
税
未
申
告
世
帯
ま
た
は
、

国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
の
あ
る

世
帯
の
方
は
、
事
前
に
ご
相
談
下

さ
い
。）

申
請
に
必
要
な
も
の

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
ま

た
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
・
印
鑑

申
請
・
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
福
祉
課　

町
民
係

　

☎
３
７

−

２
１
１
４

　

（
担
当　

小
川
、
須
井
）

平
成
24
年
度
労
働
基
準
監
督

官
採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

　

労
働
基
準
監
督
官
は
、
労
働
基

準
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
、
あ
ら

ゆ
る
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
事
業

主
に
法
に
定
め
る
基
準
を
遵
守
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
条
件
の

確
保
・
向
上
、
労
働
者
の
安
全
や

健
康
の
確
保
を
図
り
、
ま
た
、
不

幸
に
し
て
労
働
災
害
に
あ
わ
れ
た

方
に
対
す
る
労
災
補
償
の
業
務
を

行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
厚
生
労

働
省
の
専
門
職
員
で
す
。

受
験
資
格

・
昭
和
57
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

３
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
。

・
平
成
３
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
の
方
で
次
に
掲
げ
る
方

①	

大
学
を
卒
業
し
た
方
及
び
平
成

25
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
方
。

②	

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
方
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
方
。

採
用
予
定
数

　

労
働
基
準
監
督
Ａ
（
法
文
系
）

　
　
　
　
　
　

全
国
で
約
115
名

　

労
働
基
準
監
督
Ｂ
（
理
工
系
）

　
　
　
　
　
　

全
国
で
約
25
名

受
験
申
込
受
付
期
間

　

平
成
24
年
４
月
２
日
か
ら

　

平
成
24
年
４
月
12
日
ま
で

　

受
験
案
内
は
、
人
事
院
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
も
し
く
は
、
労
働
局
、

労
働
基
準
監
督
署
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
あ
り
ま
す
。

平
成
24
年
４
月
か
ら
、
合
併

処
理
浄
化
槽
の
補
助
金
額
の

限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

　

こ
れ
ま
で
合
併
処
理
浄
化
槽
の

整
備
促
進
の
た
め
設
置
費
用
の
助

成
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
あ

る
程
度
の
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
な

ど
に
よ
り
、
補
助
金
額
の
見
直
し

を
行
い
ま
し
た
。

　

対
象
は
住
宅
用
途
に
限
り
、
金

額
は
新
設
及
び
改
築
（
改
築
は
設

置
し
て
か
ら
概
ね
10
年
以
上
経
過

し
た
も
の
）
と
も
に
次
の
通
り
に

な
り
ま
す
の
で
ご
活
用
下
さ
い
。

５
人
槽　
　

３
３
２
，
０
０
０
円

６
～
７
人
槽
４
１
４
，
０
０
０
円

８
～
10
人
槽
５
４
８
，
０
０
０
円

お
問
い
合
わ
せ

　

建
設
課
（
担
当　

永
倉
）

　
　

☎
３
７

−

２
１
１
５

　

船
岡
駐
屯
地
創
立
記
念
行
事
が

開
催
さ
れ
ま
す
。
催
し
物
も
あ
り

ま
す
の
で
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時

　

平
成
24
年
4
月
15
日
（
日
）

場
所　

陸
上
自
衛
隊
船
岡
駐
屯
地

駐
屯
地
開
放

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

催
し

　

記
念
式
典
、
観
閲
行
進
、
訓
練

展
示
、
音
楽
演
奏
、
戦
車
、
ジ
ー

プ
、
ボ
ー
ト
等
試
乗
、
模
擬
売
店

他
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
多
数
。（
戦

車
試
乗
は
当
日
整
理
券
を
配
布
）

お
問
い
合
わ
せ

船
岡
駐
屯
地
桜
ま
つ
り

　

船
岡
駐
屯
地
に
お
い
て
桜
祭
り

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
夜
桜
も
楽
し

む
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時　

平
成
24
年
4
月
13
日（
金
）

　
　
　
　
　
　
　
　

～
15
日（
日
）

場
所

　

陸
上
自
衛
隊
船
岡
駐
屯
地

駐
屯
地
を
一
般
開
放
し
て
い
ま
す
。

（
夜
桜
が
楽
し
め
ま
す
）

駐
屯
地
開
放

　

13
日
（
金
）
午
後
５
時

　
　
　
　
　

～
午
後
８
時

　

14
日
（
土
）
午
前
９
時

　
　
　
　
　

～
午
後
８
時

　

15
日
（
日
）
午
前
９
時

　
　
　
　
　

～
午
後
４
時

※	

桜
の
開
花
状
況
に
よ
り
日
程
を

変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　

陸
上
自
衛
隊
船
岡
駐
屯
地

　

		

指
令
職
務
室

☎
０
２
２
４

−

５
５

−

２
３
０
１

　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
２
２
１
）

森
林
の
所
有
者
届
出
制
度
が

４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

　

昨
年
４
月
の
森
林
法
改
正
に
よ

り
、
今
年
の
４
月
以
降
、
森
林
の

土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
方
は
町

長
へ
の
届
出
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

し
た
。

届
出
対
象
者

　

個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、
売
買

や
相
続
等
に
よ
り
森
林
の
土
地
を

新
た
に
取
得
し
た
方
は
、
面
積
に

関
わ
ら
ず
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

届
出
期
間

　

土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日
か

ら
90
日
以
内
に
、
取
得
し
た
土
地

の
あ
る
町
長
に
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　

産
業
振
興
課

　

☎
３
７

−

２
１
１
３

　

（
担
当　

山
田
）

　

陸
上
自
衛
隊
船
岡
駐
屯
地

　

指
令
職
務
室

　

☎
０
２
２
４

−

５
５

−

２
３
０
１

　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
２
２
１
）

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お

い
て
受
験
申
し
込
み
が
可
能
で
す
。

申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

h
ttp
:/
/
w
w
w
.jin
ji-s
h
ik
e
n
.

g
o
.jp
/ju
k
e
n
.h
tm
l

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
申

し
込
み
が
で
き
な
い
場
合
の
受
験

申
込
用
紙
の
請
求
方
法
、
そ
の
他

詳
し
く
は
、

　

宮
城
労
働
局

　
　

総
務
部
総
務
課
人
事
係

　

☎
０
２
２

−

２
９
９

−

８
８
３
３

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
福
祉
課
（
担
当　

森
）

　

☎
３
７

−

２
１
１
４

監査委員
髙田信勝氏


